
（ 物 品 売 買 契 約 ）  

仕 様 書 

 

１   件      名  令和５年度鉄骨資材等売却処分業務  

２   規 格 数 量 等  別 紙 の と お り  

３  業 務 内 容  多賀城市上下水道部施設整備課が保管している鉄骨資材等の運搬、処

分 

４  保 管 場 所  多賀城市栄４丁目地内（八幡雨水ポンプ場敷地内） 

５  処 分 期 限  令和６年１月３１日まで 

６  処 分 方 法  各種法令等に違反しない範囲で自由処分とする。 

７  報告書の提出  受注者は資材の撤去が完了後、発注者に対し完了報告書を提出する。 

８  売却益の納入  発注者は完了報告を確認後、納入通知書を発行し、受注者は発行された

納入通知書に基づき、３０日以内に納入すること。 

９   納 入 期 限  令和６年 ３ 月 ２ 日 ま で  

10  そ の 他 

(1)  多 賀 城 市 は 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 運 用 し 、 地 球 環 境 保 全 に 取

り 組 ん で い る こ と か ら 業 務 の 範 囲 内 に お い て 環 境 に 配 慮 し た 事 項 を 可

能 な 限 り 実 行 す る こ と 。  

(2)  引 渡 は 現 状 で の 引 渡 と す る 。  

(3)  現 地 で の 解 体 仕 分 け 及 び 運 搬 に 要 す る 費 用 及 び 除 草 等 の 費 用 は 受 注

者 の 負 担 と す る 。  

(4)  現 地 で 作 業 を 行 う 際 、 八 幡 雨 水 ポ ン プ 場 に 入 出 場 す る 一 般 車 両 幅 が

確 保 で き れ ば 、 作 業 ヤ ー ド と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

(5)  現 地 で の 作 業 に 際 し て 、発 注 者 の 指 示 に 従 い 、事 故 の な い よ う 十 分 に

注 意 す る こ と 。  

(6)  受 注 者 は 、多 賀 城 市 と 契 約 を 締 結 し た 物 品 売 買 契 約 に お い て 、当 該 契

約 の 履 行 に 当 た り 、暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 要 求 又 は 妨 害（ 以 下「 不 当 介

入 」と い う 。）を 受 け た 場 合 は 、断 固 と し て こ れ を 拒 否 す る と と も に 、

不 当 介 入 が あ っ た 時 点 で 速 や か に 警 察 へ の 通 報 等 を 行 う こ と 。  

(7)  受 注 者 は 、上 記 (4)に よ り 警 察 へ の 通 報 等 を 行 っ た 場 合 に は 、速 や か



に 当 該 事 務 を 所 掌 す る 課 長 等 に そ の 内 容 を 書 面 に よ り 報 告 す る こ と 。  

(8)  こ の 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 し

て 定 め る も の と す る 。  


